
特 別 区 制 度 （いわゆる「大阪都構想」）への質問にお答えします　～特別区設置協定書とは？～ 面へ➡詳しくは 9

9月号の
おもな内容

東住吉区役所
フェイスブックは
こちら！

お友だち
登録は
こちらから！

ご覧ください！ 
東住吉区ツイッ
ター（随時更新中）

区役所公式SNS
9月は高齢者月間です
市民向け無料相談、お知らせコーナー
施設情報、防犯・防災
健康情報

２面
３面

５面
４面

12面

6・7面水害ハザードマップ
国勢調査にご協力ください、どなたでも気軽にご相談ください！
大阪市民のみなさんへ
子育てコーナー

8面
9・10・11面

毎週金曜日は19時まで窓口を延長しています。（祝日・12月29日～翌年1月3日を除く）
該当業務は①住民情報（2階 06-4399-9963）　②保険年金（2階 06-4399-9956）　③福祉（2階 06-4399-9857）　④市税の証明（2階 06-4399-9963）です。
なお、9月27日 は9：00～17：30まで区役所を開庁し①、②の業務を行っています。一部取扱いできない業務がございます。詳しくはお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントや無料相談などが中止になる場合があります。
詳しくはホームページなどでご確認ください。

※外出時において屋内にいるときや会話をするとき

人との間隔を
あける

無症状でも
マスクを※

手洗いは石けんを使い
30秒程度

自分と大切な人の命を守るため感染拡大防止
に向けた取組みをお願いします。
不安のある方は電話でご相談ください。
新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）
０６-６６４７-０６４１（２４時間受付）

▲新型コロナ
ウイルス感染
症関連情報は
こちら

9月は高齢者月間です
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を

深めましょう

ソーシャルディスタンスを保っています

東住吉区役所総務課
〒546-8501 東住吉区東田辺1丁目13番4号
06-4399-9683　 06-6629-4533
www.city.osaka.lg.jp/higashisumiyoshi/

 

人口 127,359人（ 男 : 59,819人 / 女 : 67,540人 ）
世帯数 61,353世帯　令和2年8月1日現在推計
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